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（詳細は26ページをご覧ください。）

６月１日㈪～10月15日㈭

（31～34ページをご覧ください。）

郵送で通知します。（健診結果の説明後、約１～２か月後）

健康診査を受診するためには「受診券」が必要です。
○生活保護受給者は、生活支援課または福祉政策課篠ノ井分室で「受診券」と「生活保
護受給証明書」の手続きをして、健診時に必ずお持ちください。

○特定中国残留邦人等支援給付受給者は福祉事務所で「受診券」の手続きをして、健診
時に「本人確認証」と一緒にお持ちください。

今年度40歳以上の生活保護受給者、特定中国残留邦人等支援給付受給者のうち
医療保険未加入者

実施医療機関

『フィットネス体験チケット』を配付します。
　国保特定健診・30歳代の国保健診を受診した人に、運動のきっかけづくりや運動
を通じた健康づくりを推進するため、ご協力いただいた市内のフィットネスクラブ
でフィットネス体験ができる『フィットネス体験チケット』を配付します。
　チケットは、国保特定健診及び30歳代の国保健診の結果通知に同封します。なお、
人間ドック・脳ドックの補助申請をされた人には、申請時にお渡しします。また、
職場健診の結果を提出された場合は、窓口または郵送でお渡しします。
　チケットの有効期限は３月31日㈬までです。

長野市国民健康保険加入者で職場健診を受ける人へ長野市国民健康保険加入者で職場健診を受ける人へ
⑴今年度の職場健診の結果がお手元に届きましたら、長野市国保特定健診受診券の中の「問診票」
を記入し、健診結果通知書とともに国保・高齢者医療課または支所へお持ちいただくか、「問
診票」と健診結果通知書のコピーを国保・高齢者医療課へ郵送していただくようご協力をお願
いします。より多くの健診結果を集め分析することで、加入者の皆様の健康づくり事業に役立
てます。

⑵健診結果が保健指導判定値に該当したときは、長野市から特定保健指導のご案内をお送りし
ますので、この機会にぜひお受けください。

◎職場健診の結果を提出していただいた人に『フィットネス体験チケット』をお渡しします。
　（特定健診、人間ドック、脳ドック未受診の方）

　※集団検診は受診できません。
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健診結果を だけで判断してない？
もしかして… 判定

　長野市では、市民の皆様が健康な生活を送ることができるよう、健康診断の結果から、
生活習慣病の発症・重症化予防、介護予防のための保健指導に取り組んでいます。
　国保特定健診・後期高齢者健診結果、人間ドック結果、職場で受けた健診結果（社会
保険等加入者を含む）をお持ちの方で、ご自身の数字の意味、そこから見える臓器の様子
や血管の状態が気になる方は、ぜひご相談ください。
　全市民・全年代の方が対象です。
　なお、国保特定健診、30 代の国保健診、後期高齢者健診、人間ドック（国保・後期）
を受診した方には、長野市の保健師・管理栄養士から訪問・電話・文書等でご連絡させて
いただく場合があります。
◆保健師や管理栄養士と個別相談ができます。ご自身の体の特徴や現在の血管や臓器の
様子、将来予測等について一緒に考えます。

〇利用料金　無料
〇面接場所　ご自宅、または長野市保健所健康課、各保健センター、市役所

今年は「数字」にも注目してみませんか？
～昨年度との変化はどうですか？～


